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　大阪府は12月17日、府立図書館の管理運営業務を含む９
業務を新たに「市場化テスト」の対象とすることを発表し
ました。これは、「テスト」とはいうものの、強引に民営化
を推し進めようとするものに他なりません。

　図書館は、読書傾向という非常にデリケートな個人情報
を把握しうる施設で、社会的に対立する立場の資料もわけ
隔てなく収集し、無料で利用できるようにしています。
　まさに全ての府民に必要な情報へのアクセスを保障する
「民主主義の砦ｊで、「知のセーフティネット」というべき
施設です。
　加えて府立図書館は府域における「図書館の図書館」と
して、市町村図書館を支援し、図書館相互のネットワーク
の維持・充実を図ることで、府内全域の図書館行政、図書
館サービスの向上を図る重要な役割を担っています。また
直接、来館する利用者に対しても、百年かけて蓄積してき
た資料とノウハウを持って対応しています。これらの役割・
機能は、公立図書館であってこそ一体として発揮できるも
のです。府立図書館が民営化されれば、府内全域どころか、
全国の公立図書館に大きな影響を与えることは必至です。
　よって、府立図書館の民営化につながる「市場化テスト」
の導入に反対し、再考を強く求めます。
以上、地方自治法第９９条の規定のより意見書を提出する。

　介護保険で四月実施予定の要介護認定の新方式に伴い、利
用者から聞き取り調査をする際の判断基準が大きく変えら
れ、重度の寝たきり状態の人などが複数の調査項目で「自立
(介護なし)」と認定されることが分かりました。認定の軽度
化に拍車がかかり、利用者の生活に深刻な打撃を与えるおそ
れがあります。
　既に更新されて実施している現行の要介護認定方式よりも
さらに後退する新方式では、重度の寝たきりの人について
「移動・移乗」の項目を「自立 (介助なし )」と判断するなど、
要介護認定の際の聞き取り調査の基準を変更する計画は、利
用者の生活に重大な影響を与えかねません。
　既に、四月実施予定の新しい認定方式では、聞き取り調査
の項目が、大幅に削減されることが明らかになっています。
　厚労省は、判断の考え方は変えていないとしていますが、
聞き取り調査の方法や判断基準を示した「認定調査テキス
ト」には大幅な変更が加えられています。
　前例の「移動・移乗」の判断のほかにも、例えば「食事摂
取」。食べ物を口にできず高カロリー液の点滴を受けている
人の場合、食事として「全介助」から「自立」へと変更され
ます。また、「麻痺等の有無」についても、日常生活上の支
障があれば麻痺ありとするべきところを新テキストでは「日
常生活上の支障は評価しない」となるなど、症状の重い利用
者を「自立」と判断する逆立ちした基準が適用され、サービ
スの利用限度額も施設への報酬も減額されます。これは利用
者の生活と事業所の経営に対する深刻な打撃です。
　さらに、聞き取り調査の項目が大幅に削減されることが明
らかになっています。二次判定を行う認定審査会の裁量権も
弱められ、コンピューターによる一次判定を変更しにくくな
るとの批判があります。サービス利用者の生活実態を反映し
ない軽度の判定の多発が危惧されています。
　よって、地方自治法第 99条により意見書を提出します。

記
１、4月からの認定方式と調査基準の変更を延期して、十分な検証を
行うこと。

２、その内容と結果を明らかにして、広く国民の意見を聞くこと。
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●本会議（開会日）ーー２月 27日（金）
●いきいき委員会ーー３月 ９～10日
　まちづくり委員会ー３月11～ 12日
●本会議（一般質問）ー３月 23～ 25日

☆ぜひ傍聴にお越しください


